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調整・六次産業化チーム事 業 名 ６次産業化総合支援事業【地域活性化対策基金】 担 当

事業年度 平成26～ 事業主体 県、農林漁業者、農林漁業者団体等 当初予算額 47,441 千円

事 農山漁村における所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、経営の多角 財 国 庫 7,256 千円

業 化や食品製造業等の異業種との連携を促進し、農林漁業者の６次産業化の取組を 源 繰入金 40,185 千円

目 総合的に支援する。 内

的 訳

実 １ ６次産業化サポート体制強化事業 7,396千円（○7,256千円、○140千円）国 入

施 関係機関・団体による協議会を開催し、６次産業化に係る情報交換を行うとともに、県農業公社にサポート

内 センターを設置し、専門家の派遣等による相談活動を行う。

容 （１）秋田県６次産業化推進協議会の開催

①実施内容 各団体の取組状況や課題・方策等に関する情報交換

（２）６次産業化サポート事業

①実施内容 専門家（プランナー）の派遣による経営改善支援等

②補 助 率 定額（国10／10）

２ 異業種連携促進活動推進事業 13,762千円（○13,762千円）入

農業経営体と食品製造事業者等の異業種による連携体を形成し、商品開発や販路開拓の取組を支援するほか、

米粉を活用した新商品等を広く周知する。

（１）産地立地型加工プロジェクト推進事業

①対 象 者 農産物加工連携体（農林漁業者、食品製造事業者、金融機関等により構成）

②補 助 率 １／２以内（上限100万円／件）

③実施件数 ２件

（２）６次化商品・地産品ＰＲ活動

６次化商品等を広く周知するＰＲイベントの開催

（３）米粉利活用促進事業

①米粉を活用した新商品開発等の取組支援

ア 助成対象 学校給食の新メニュー開発、新商品開発や販路開拓

イ 補 助 率 定額（上限100万円、（公財）秋田県学校給食会への支援）

１／２以内（上限30万円／件、食品製造事業者への支援）

②米粉利活用促進のためのＰＲ活動

事業者が開発した新商品のＰＲ、専門家によるメニュー提案等

３ ６次産業化施設整備支援事業 26,283千円（○26,283千円）入

地域資源を活用したビジネスの展開を推進するため、農業経営体が取り組む加工機械や施設の整備を支援する。

（１）対 象 者 認定農業者、農業者が組織する団体、市町村、ＪＡ等

（２）助成対象

①経営の多角化等による県産農産物の付加価値向上に向けた機械・施設

②改正食品衛生法に対応した漬物製造に必要な機械・施設

（３）補 助 率 １／３以内（上限1,000万円／件）
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調整・六次産業化チーム事 業 名 青果物・花き価格安定対策事業 担 当

事業年度 昭和48～ 事業主体 当初予算額 18,876 千円（公社）秋田県青果物基金協会、（独）農畜産業振興機構

事 青果物や花きの生産振興と消費者への安定的な供給を図るため、国・県・生産 財 一 般 18,876 千円

業 者等の負担金を財源とする基金を造成し、価格が一定水準以下に下落した場合に 源

目 生産者に価格差補給金の交付を行う。 内

的 訳

実 １ 特定野菜価格安定事業 6,098千円（㊀6,098千円）

施 （１）事 業 内 容 指定野菜以外の特定野菜（すいか、生しいたけ、えだまめ等）の価格が低落した場合に生産

内 者へ補給金を交付する。

容 （２）事 業 主 体 （公社）秋田県青果物基金協会

（３）造成負担割合 国１／３、県１／３、生産者１／３

（アスパラガスは国１／２、県・生産者１／４）

２ 秋田県園芸作物価格補償事業 12,698千円（㊀12,698千円）

（１）事 業 内 容 野菜（キャベツ、ねぎ等）･花き（輪菊、小菊）の27品目の価格が低落した場合に生産者へ

補給金を交付する。

（２）事 業 主 体 （公社）秋田県青果物基金協会

（３）造成負担割合 県４／10以内、市町村・全農・ＪＡ各１／10、生産者３／10

３ 指導事務費 80千円（㊀80千円）

調整・六次産業化チーム事 業 名 地産地消推進事業 担 当

事業年度 平成23～ 事業主体 県、秋田県ごはん食推進会議等 当初予算額 900 千円

事 「地産地消」を推進し、県産農林水産物や６次化商品の消費拡大を図るため、 財 一 般 900 千円

業 生産者や食に関わる団体等が連携したイベントによるＰＲ活動やポスター等を活 源

目 用した啓発活動等を行う。 内

的 訳

実 １ 「あきた産デーフェア」の開催 200千円（㊀200千円）

施 （１）実施内容 県産農産物や６次化商品の直売、女性起業者等のパネル展示等の実施。

内 （２）事業主体 県

容

２ 米消費拡大推進組織の活動強化事業 700千円（㊀700千円）

「秋田県ごはん食推進会議」の活動を支援し、県内での消費拡大運動の盛り上げを図る。

（１）実施内容

①朝ごはんモーニングキャンペーンの実施

②全国大会出場高校への激励米の贈呈

③米消費拡大広報宣伝活動の実施

（２）事業主体 秋田県ごはん食推進会議
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調整・六次産業化チーム事 業 名 次世代あきたアグリヴィーナス応援事業 担 当

事業年度 令和元～ 事業主体 県、直売所運営組織 当初予算額 3,594 千円

事 女性が生き生きと活躍する場を創出し、農業の魅力アップを図るため、女性農 財 国 庫 1,731 千円

業 業者の感性を生かした起業活動を支援する。 源 一 般 1,863 千円

目 内

的 訳

実 １ あきたアグリヴィーナス育成事業 2,178千円（○1,089千円、㊀1,089千円）国

施 農産加工等の起業活動に取り組む女性農業者を確保・育成するとともに、女性経営者の下での実践研修を実施

内 し、地域をリードする女性農業者を育成する。

容 （１）起業活動研修会の開催

①対 象 者 若手女性農業者

②実施内容 漬物など農産加工品の技術習得研修、女性農業者交流会の開催

（２）アグリヴィーナスネットワークの活動支援

①対 象 者 ネットワーク会員

②活動内容 アグリビジネス実践研修、商品開発支援、活動報告会の開催

（３）起業活動のトップランナーによるマンツーマン指導

①対 象 者 事業拡大を目指すネットワーク会員（２名）

②実施内容 トップランナー（女性経営者）の下での販売力強化に向けた研修の実施

２ 直売所魅力アップ支援事業 1,416千円（○642千円、㊀774千円）国

女性農業者の活躍の場である直売所の販売額の向上を図るため、売場改善や新商品開発等を支援する。

（１）直売所魅力アップ支援事業

①対 象 者 直売所運営組織（３件）

②助成対象 売場改善（ポップ、陳列棚）、新商品開発、体験メニュー等の実施に要する経費

③補助率等 １／２以内（上限25万円／件）

（２）直売所の経営改善手法習得・実践研修の実施

①対 象 者 普及指導員（各地域振興局１名）

②実施内容 売上分析演習や品揃え対策に係る実践研修

（３）全県研修会の開催

①対 象 者 直売所運営組織

②実施内容 経営改善を行った直売所の事例紹介等
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事 業 名 農業近代化資金等対策事業 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 昭和36～ 事業主体 県 当初予算額 141,238 千円

事 農業者に対し民間融資機関が融資する長期かつ低利の資金の円滑な融通を図 財 一 般 141,238 千円

業 り、農業経営の近代化に資するため、利子補給等を行う。 源

目 内

的 訳

実 １ 農業近代化資金利子補給費補助金 131,710千円（○131,710千円）一

施 ［利子補給率］

内 基準金利 利子補給率(％) 貸付利率

容 資 金 種 類 （％） 国( ) 県 市町村 (％)長期協会

個人施設 2.15 － 1.25 － 0.90

2.15 0.15～0.30 1.25 － 0.60～0.75うち認定農業者特例

共同利用施設 1.50 － 0.60 － 0.90

※利率は令和５年２月20日現在

※令和５年度新規融資枠 29.4億円

※債務負担行為限度額 360,136千円（令和６～25年度）

２ 特別準備金補助金（農業近代化資金分） 9,504千円（○9,504千円）一

保証責任準備金 13,740千円（ａ）

求償権償却引当金見合分 515千円（ｂ）

（ａ＋ｂ）×２／３（補助率）＝ 9,504千円

３ 事務費 24千円（○24千円）一

事 業 名 農業経営負担軽減対策事業 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 平成７～ 事業主体 県 当初予算額 5,386 千円

事 農業経営の改善を図ろうとする農業者の既往負債の負担を軽減するため 農協 財 諸収入 133 千円、

業 等が融資する農業経営負担軽減支援資金の利子補給等を行う。 源 一 般 5,253 千円

目 内

的 訳

実 １ 利子補給費補助金（県定額） 4,802千円（○133千円、○4,669千円）諸 一

施

内 ２ 特別準備金補助金 120千円（○120千円）一

容 保証責任準備金見合分 30,000千円×６／1000×２／３（補助率）

３ 指導事務費 12千円（○12千円）一

４ 再チャレンジ事業による特別利子補給費補助金 452千円（○452千円）一

秋田県農業再生委員会の認定に基づき借り換えした農業経営負担軽減支援資金に特別利子補給を行う。

（再チャレンジ事業実施期間 Ｈ21～23）

（１）利子補給先 農業協同組合

（２）利子補給率 0.20％～0.70％（借入者負担利率が1.0％となるように特別利子補給）

（３）期 首 残 高 87,104千円

参 農業経営負担軽減支援資金の概要（令和５年２月20日現在）

考 （１）原 資 農協系統原資（基 準 金 利 2.15％)

（２）貸 付 利 率 0.90％ （利子補給率 1.25％）

（３）借 換 対 象 営農負債(貸付金利が５％を超える制度資金も含む)

（４）令和５年度新規融資枠 ３千万円

※債務負担行為限度額 3,073千円（令和６～20年度）

※（公財）農林水産長期金融協会から、県の利子補給費の１／10が補助される。

ただし、平成23年１月以降の新規交付決定分は利子助成の対象外。
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事 業 名 農業経営改善促進資金預託金貸付事業 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 平成６～ 事業主体 県 当初予算額 154,775 千円

事 経営感覚に優れた効率的・安定的な経営体の育成に資するため、計画に即して 財 諸収入 154,775 千円

業 規模拡大その他の経営展開に必要な短期低利の運転資金を農協系統資金等から融 源

目 通するための原資を、秋田県農業信用基金協会に無利子で貸し付ける。 内

的 （通称：スーパーＳ資金） 訳

実 １ 農業経営改善促進資金預託金貸付金 154,775千円（○154,775千円）諸

施 国及び県の原資を農業信用基金協会へ貸し付け、協会が自らの借入分と合わせて融資機関（農協、銀行等）へ

内 預託し、融資機関は３倍協調して農業者へ貸し付ける。

容 （１）貸 付 利 率 1.50％（令和５年２月20日現在）

（２）貸付対象者 認定農業者

（３）償 還 期 間 経営改善計画期間中、最大５年

（家畜の飼養、永年性植物の栽培等、生産に１年以上を要する場合は、最大８年）

（４）貸付限度額 個人 500万円、法人 2,000万円

（畜産経営又は施設園芸経営を営む場合は各々の４倍）

（５）貸 付 方 式 極度額方式による当座貸越、手形貸付又は証書貸付。

（６）資 金 使 途 農業経営改善計画等の達成のために必要な運転資金。ただし、既往借入金の借換え（当該資金

の初回の借入れ時における既往借入金（短期運転資金）からの切り替えを除く）は含まない。

（７）県預託額（予定） 154,775千円

農業信用基金協会の預託額 309,550千円（自己借入分154,775千円、県154,775千円）

（融資機関は、農業信用基金協会からの預託金の３倍協調で融資する。）

（８）貸付目標額 928,650千円

事 業 名 就農支援資金貸付事業等特別会計（農業改良資金） 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 昭和31～ 事業主体 県 当初予算額 2,844 千円

事 既貸付金（県貸付分）に係る償還及び過去に貸付財源として得た分の国への納 財 繰越金 2,844 千円

業 付、県一般会計への繰戻し等に関する事務を行う｡ 源

目 内

的 訳

実 （平成22年10月１日より農業改良資金の貸付主体が日本政策金融公庫へ移管）

施 １ 償還金 324千円（○324千円）越

内 内訳）国 納 付 金 216千円

容 県一般会計繰出金 108千円

２ 指導事務費 11千円（○11千円）越

３ 予備費 2,509千円（○2,509千円）越

事 業 名 就農支援資金貸付事業等特別会計（就農支援資金） 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 平成７～ 事業主体 県 当初予算額 58,553 千円

事 既貸付金（県貸付分）に係る償還及び過去に貸付財源として得た分の国への償 財 繰入金 183 千円

業 還、県一般会計への繰戻し等に関する事務を行う｡ 源 繰越金 51,566 千円

目 内 諸収入 6,804 千円

的 訳

実 （平成26年４月１日より青年等就農資金（公庫資金）が創設されたことに伴い、就農支援資金の根拠法が廃止）

施 １ 償還金 10,854千円（○10,854千円)越

内 内訳）国 償 還 金 7,233千円

容 県一般会計繰出金 3,621千円

２ 指導事務費 30千円（○30千円）入

３ 特別準備金補助金 153千円（○153千円）入

４ 予備費 47,516千円（○40,712千円、○6,804千円）越 諸

- 44 -



事 業 名 農業・漁業経営フォローアップ資金預託金貸付事業 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 平成25～ 事業主体 県 当初予算額 375,686 千円

事 農業・漁業を経営する法人等の経営の維持・安定を支援するため、金融機関に 財 諸収入 372,949 千円

業 預託し、長期運転資金を低利で融通する。 源 一 般 2,737 千円

目 内

的 訳

実 １ 預託金貸付金 194,634千円（○194,634千円）諸

施 県の原資を融資機関へ無利子で貸し付け、これを融資機関は３倍協調して農業者・漁業者へ貸し付ける。

内 （１）融 資 機 関 ８農協、県漁協、秋田銀行、北都銀行

容 （２）融 資 枠 591,853千円（既貸付見込分 432,853千円 ＋ 新規貸付分 159,000千円）

（３）貸付対象者 （農業） 認定農業者及び経営開始後５年以内の認定就農者

（漁業） 漁業所得が総所得の過半を占める漁業者及び経営開始後５年以内の漁業者

（４）貸付限度額 個人 500万円、法人2,500万円

（５）資 金 使 途 当年又は翌年の経営に必要な運転資金（但し、既往負債の償還又は借り換えは除く）

（６）貸 付 利 率 1.05％

（７）償 還 期 限 10年以内（うち据置３年以内）

（８）融 資 方 式 県と融資機関との協調融資（３倍協調融資）

（９）債務保証への損失補償（新規貸付分債務負担額 1,590千円）

秋田県農業信用基金協会又は秋田県漁業信用基金協会が債務保証した貸付金において代位弁済が発生した

場合、県がその損失の一部を補償

２ 預託金貸付金（平成25年豪雨災害分） 900千円（○900千円）諸

大雨等災害への特例措置分として県の原資を無利子で金融機関へ貸し付ける（新規貸付は平成25年度で終

了）｡

（１）融 資 機 関 あきた北農業協同組合

（２）貸 付 残 高 2,700千円

（３）貸付対象者 市町村長が災害認定した農業者又は漁業者（農業法人、集落営農組織を含む）

（４）貸付限度額 原則500万円（特別な事由がある場合は被害額が限度）

（５）資 金 使 途 災害に直接起因する農業・漁業経営の維持に必要な経費

（既往負債の借換・償還に係るものを除く）

（６）貸 付 利 率 0.50％ 貸付利率 利子補給率 負担区分

（通常） 県 市町村 融資機関

1.65％ 1.15％ 0.575％ 0.2875％ 0.2875％

（７）償 還 期 間 10年以内（うち据置３年以内）

（８）融 資 方 式 県と融資機関との協調融資（３倍協調融資）

（９）債務保証への損失補償 秋田県農業信用基金協会が債務保証した貸付金において代位弁済が発生した場合に

県がその損失の一部を補償（債務負担は平成25年度通常分の内数）

（10）貸 付 実 績 31件 61,590千円（融資枠１億５千万円）

３ 利子補給金（平成25年豪雨災害分） 15千円（○15千円）一

大雨等災害の特例措置として、被災者の償還負担の軽減を図るべく、金融機関への利子補給を実施する。

※利子補給率 1.15％（県１／２、市町村１／４、金融機関１／４）

４ 預託金貸付金（平成29年降ひょう被害分） 13,332千円（○13,332千円）諸

降ひょう被害の特例措置分として、県の原資を無利子で金融機関へ貸し付ける（新規貸付は平成29年で終

了）。

（１）融 資 機 関 こまち農業協同組合、秋田銀行

（２）貸 付 残 高 39,996千円

（３）貸付対象者 市町村長が災害認定した農業者（農業法人、集落営農組織を含む）

（４）貸付限度額 原則500万円（特別な事由がある場合は被害額が限度）

（５）資 金 使 途 災害に直接起因する農業・漁業経営の維持に必要な経費

（既往負債の借換・償還に係るものを除く）

（６）貸 付 利 率 無利子 貸付利率 利子補給率 負担区分

（通常） 県 市町村 融資機関

1.00％ 無利子 0.50％ 0.25％ 0.25％
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（７）償 還 期 間 10年以内（うち据置３年以内）

（８）融 資 方 式 県と融資機関との協調融資（３倍協調融資）

（９）債務保証への損失補償 秋田県農業信用基金協会が債務保証した貸付金において代位弁済が発生した場合に

県がその損失の一部を補償

（10）貸 付 実 績 52件、102,057千円

５ 利子補給金（平成29年降ひょう被害分） 196千円（○196千円）一

降ひょう被害の特例措置として、被災者の償還負担の軽減を図るため、金融機関への利子補給を実施する。

※利子補給率 1.00％（県１／２、市町村１／４、金融機関１／４）

６ 預託金貸付金（平成29年７月豪雨災害分） 24,403千円（○24,403千円）諸

平成29年７月16日及び７月22日～23日に発生した豪雨並びに８月24日～25日の大雨による災害への特例措置分

として、県の原資を無利子で金融機関へ貸し付ける（新規貸付は平成29年度で終了）。

（１）融 資 機 関 秋田なまはげ農業協同組合、あきた湖東農業協同組合、秋田おばこ農業協同組合、

秋田銀行、北都銀行

（２）貸 付 残 高 73,311千円

（３）貸付対象者 市町村長が災害認定した農業者（農業法人、集落営農組織を含む）

（４）貸付限度額 原則 個人500万円、法人2,500万円（特別な事由がある場合は被害額が限度）

（５）資 金 使 途 災害に直接起因する農業・漁業経営の維持に必要な経費

（既往負債の借換・償還に係るものを除く）

（６）貸 付 利 率 無利子 貸付利率 利子補給率 負担区分

（通常） 県 市町村 融資機関

1.00％ 無利子 0.50％ 0.25％ 0.25％

（７）償 還 期 間 10年以内（うち据置３年以内）

（８）融 資 方 式 県と融資機関との協調融資（３倍協調融資）

（９）債務保証への損失補償 秋田県農業信用基金協会が債務保証した貸付金において代位弁済が発生した場合に

県がその損失の一部を補償

（10）貸 付 実 績 57件、193,680千円

７ 利子補給金（平成29年７月豪雨災害分） 346千円（○346千円）一

平成29年７月16日及び７月22日～23日に発生した豪雨並びに８月24日～25日の大雨による災害への特例措置分

として、被災者の償還負担の軽減を図るため、金融機関への利子補給を実施する。

※利子補給率 1.00％（県１／２、市町村１／４、金融機関１／４）

８ 預託金貸付金（令和２年度豪雪災害分） 39,680千円（○39,680千円）諸

令和２年度豪雪災害（令和２年12月14日～）による被害への特例措置分として、県の原資を無利子で金融機関

へ貸し付ける。

（１）融 資 機 関 秋田おばこ農業協同組合、秋田ふるさと農業協同組合、こまち農業協同組合、

うご農業協同組合、秋田銀行

（２）貸 付 残 高 107,073千円

（３）貸付対象者 市町村長が災害認定した農業者（農業法人、集落営農組織を含む）

（４）貸付限度額 原則 個人500万円、法人2,500万円

（５）資 金 使 途 災害に起因する農業経営の維持に必要な経費（既往負債の借換・償還に係るものを除く）

（６）貸 付 利 率 無利子 貸付利率 利子補給率 負担区分

（通常） 県 市町村 融資機関

1.02％ 無利子 0.51％ 0.255％ 0.255％

（７）償 還 期 間 10年以内（うち据置３年以内）

（８）融 資 方 式 県と融資機関との協調融資（３倍協調融資）

（９）債務保証への損失補償 秋田県農業信用基金協会が債務保証した貸付金において代位弁済が発生した場合に

県がその損失の一部を補償

（10）貸 付 実 績 27件、140,304千円（融資枠３億円）

９ 利子補給金（令和２年度豪雪災害分） 606千円（○606千円）一

令和２年度豪雪災害（令和２年12月14日～）による被害への特例措置分として、被災者の償還負担の軽減を

図るため、金融機関への利子補給を実施する。

※利子補給率 1.02％（県１／２、市町村１／４、金融機関１／４）
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10 預託金貸付金（令和４年度豪雨災害分） 100,000千円（○100,000千円）諸

令和４年度豪雨災害（令和４年８月３日～）による被害への特例措置分として、県の原資を無利子で金融機関

へ貸し付ける。

（１）融 資 機 関 かづの農業協同組合、あきた北農業協同組合、やまもと農業協同組合

（２）貸付対象者 市町村長が災害認定した農業者（農業法人、集落営農組織を含む）

（３）貸付限度額 原則 個人500万円、法人2,500万円

（４）資 金 使 途 災害に起因する農業経営の維持に必要な経費（既往負債の借換・償還に係るものを除く）

（５）貸 付 利 率 無利子 貸付利率 利子補給率 負担区分

（通常） 県 市町村 融資機関

1.05％ 無利子 0.525％ 0.2625％ 0.2625％

（６）償 還 期 間 10年以内（うち据置３年以内）

（７）融 資 方 式 県と融資機関との協調融資（３倍協調融資）

（８）債務保証への損失補償 秋田県農業信用基金協会が債務保証した貸付金において代位弁済が発生した場合に

県がその損失の一部を補償

11 利子補給金（令和４年度豪雨災害分） 1,574千円（○1,574千円）一

令和４年度豪雨災害（令和４年８月３日～）による被害への特例措置分として、被災者の償還負担の軽減を

図るため、金融機関への利子補給を実施する。

※利子補給率 1.05％（１／２、市町村１／４、金融機関１／４）
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事 業 名 林業・木材産業改善資金貸付事業（特別会計） 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 昭和51～ 事業主体 当初予算額 427,148 千円県

繰入金 千円事 林業・木材産業経営の改善又は労働災害の防止、後継者の養成確保等を図るた 財 2,315

業 繰越金 千円め、林業及び木材産業関係者に対して無利子の資金を融資する。 源 390,315

内 34,518 千円目 諸収入

訳的

実 １ 林業・木材産業改善資金 123,000千円（○123,000千円）越

施 （１）貸 付 利 率 無利子

内 （２）償 還 期 間 10年以内（うち据置３年以内）

容 （３）貸付限度額 個人15,000千円、会社30,000千円、団体50,000千円

（ただし、木材製造業、木材卸売業、木材市場業に係る事業を実施する場合１億円）

（４）貸 付 枠 123,000千円

（５）貸付対象者 林業及び木材産業関係者（個人、会社、団体）

２ 林業・木材産業改善資金取扱事務費 2,315千円（○2,315千円）入

（１）資金取扱事務費及び委託費

３ 予備費 203,833千円（○169,315千円、○34,518千円）越 諸

４ 補助金自主納付額 98,000千円（○98,000千円）越

補助金自主納付金（貸付実績減による国庫補助金等の自主納付）

※貸付財源は国２／３、県１／３で造成されており、その割合に応じて、国庫分は自主納付し、県分は一般財

源へ操出しする。

（１）補助金自主納付金 65,333千円

（２）一般財源操出金 32,667千円

（参考）貸付実績 （単位：件、千円）

年 度 Ｈ24 25 26 27 28 29 30 Ｒ元 ２ ３ ４

貸付件数 5 0 2 2 3 3 3 3 1 0 1

貸付金額 53,569 0 45,000 13,000 52,170 89,000 35,800 70,100 29,000 0 26,300
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事 業 名 木材産業等高度化推進事業 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 昭和54～ 事業主体 県 当初予算額 622,125 千円

事 森林組合、木材関係協同組合等に木材の生産、流通、加工に要する資金の一部 財 諸収入 622,133 千円

業 を融資し、木材産業の振興を図る。 源 一 般 △8 千円

目 内

的 訳

実 １ 木材産業等高度化推進資金貸付金 414,750千円（○414,758千円、○△8千円）諸 一

施 県が木材産業等高度化推進資金の原資として金融機関にその原資を預託し、金融機関が融資を行う。

内 （１）預託金融機関 商工中金、秋田銀行、北都銀行、秋田県信用組合

容 （２）融 資 枠 917,000千円

（３）貸 付 利 率 運転資金（短期）保証なし1.30～1.60％、保証付き0.90～1.20％

（４）貸付対象者 森林組合、同連合会、木材関係協同組合、同連合会、数人共同体及びその他知事が認める事業

体で合理化計画の認定を受けた者又は林業経営を営む者で林業経営改善計画の認定を受けた者

（５）償 還 期 間 １年以内

２ 農林漁業信用基金償還金 207,375千円（○207,375千円）諸

県が木材産業等高度化推進資金の原資として預託する額のうち、農林漁業信用基金からの借入額。

出資・利子補給 預託原資借入 貸付原資預託金 貸付

国 → 農林漁業信用基金 → 県 → 金融機関 → 借受者

債務保証

（参 考）木材産業等高度化推進資金貸付実績 ※令和４年12月末 （単位：百万円）

年 度 Ｈ24 25 26 27 28 29 30 Ｒ元 ２ ３ ４

貸付金額 2,371 2,019 1,347 1,341 1,004 906 792 1,015 990 530 517
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事 業 名 水産金融対策事業 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 昭和44～ 事業主体 県 当初予算額 2,975 千円

事 漁業者等に対し系統金融機関が行う長期低利設備資金等の融通の円滑化や固定 財 一 般 2,975 千円

業 化債務の整理による漁業経営の安定を図るため、県が利子補給を行い、漁業者等 源

目 の資本整備（漁船の更新、機関換装など）の高度化による漁業経営の近代化や維 内

的 持・安定を支援する。 訳

実 １ 漁業近代化資金利子補給金（Ｓ44～ ） 2,248千円（○2,248千円）一

施 （１）利 子 補 給 金 2,248千円

内 （２）利 子 補 給 先 秋田県漁業協同組合、農林中央金庫秋田支店

容 （３）償 還 期 限 20年以内

（４）利 子 補 給 率 漁業者向け 1.25％（貸付利率は0.90％）令和５年２月20日現在

漁協向け 0.60％（貸付利率は0.90％）令和５年２月20日現在

（５）令和５年度融資枠 45,000千円

（６）債務負担行為限度額 6,058千円(Ｒ６～25)

２ 漁業経営維持安定資金利子補給金（Ｓ51～ ） 574千円（○574千円）一

（１）利 子 補 給 金 574千円

（２）利 子 補 給 先 秋田県漁業協同組合

（３）償 還 期 限 15年以内

（４）利 子 補 給 率 1.25％（貸付利率は0.90％）令和５年２月20日現在

（５）令和５年度融資枠 12,500千円

（６）債務負担行為限度額 1,289千円 (Ｒ６～20)

３ 沿岸漁業改善資金特別会計繰出金 153千円（○153千円）一

一般会計繰出金（特別会計の指導旅費・事務費、事務委託料等）

（１）委 託 先 農林中央金庫秋田支店及び秋田県漁業協同組合

（２）委託の内容 沿岸漁業改善資金の貸付及び償還等の事務

（３）委託費の積算

①当該年度内の貸付金累計額の１％

②当該年度内償還金累計額の0.5％

③これらの算出額に対する消費税 委託費＝①～③の合計額

事 業 名 沿岸漁業改善資金（特別会計） 担 当 金融・団体指導チーム

事業年度 昭和54～ 事業主体 当初予算額 175,328 千円県

の経営改善に資する 経営等改善資金や生活改善資金、青年 繰入金 153 千円事 沿岸漁業者等 ため、 財

業 漁業者等養成確保資金など、必要な資金を県が無利子で融資する。 繰越金 169,494 千円源

内 5,681 千円目 諸収入

訳的

実 １ 貸付金 11,000千円（○11,000千円）越

施 （１）経営等改善資金

内 ①貸 付 金 額 4,000千円

容 ②貸付内容例

ア 操船作業省力化機器等の導入（自動操舵装置、レーダーなど）

イ 燃料油消費節減機器等の導入（推進機関、定速装置など）

（２）青年漁業者等養成確保資金

①貸 付 金 額 7,000千円

②貸付内容例

沿岸漁業の開始に必要な費用（漁船、漁具購入費など）

２ 指導事務費 153千円（○153千円）入

沿岸漁業改善資金特別会計繰出金

３ 予備費 164,175千円（○158,494千円、○5,681千円）越 諸

資金造成額 185,775千円（国２／３ 県１／３）
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